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１．調査目的 

初期環境調査は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成

11 年法律第 86 号）（以下「化管法」という。）における指定化学物質の指定について検討が必要とされる

物質、社会的要因から調査が必要とされる物質等の環境残留状況の把握を目的としている。 

 

２．調査対象物質 

平成 20 年度の初期環境調査においては、24 物質を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との組

合せは次のとおりである。 

物質調
査番号 調査対象物質 化審法 

指定区分 

化管法指定区分 調査媒体

改正前 改正後 水
質

底
質

大
気

[1] 2-アミノピリジン 第二種監視 第二種   4  ○

[2] p-アミノフェノール 第三種監視 第二種   6 第一種  23 ○

[3] 9,10-アントラセンジオン （別名：アントラキノン）    ○

[4] 2-クロロニトロベンゼン 第二種監視

第三種監視
 第一種 112 ○ ○

[5] 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル   第一種 143 ○

[6] ジエチレングリコール    ○

[7] ジチオりん酸 S-2-(エチルチオ)エチル-O,O-ジメチル （別

名：チオメトン） 
 第一種 149  ○

[8] 
ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニ

リノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナー

ト] （別名：CI フルオレスセント 260） 
 第二種  32 第一種 199 ○

[9] 4,6-ジニトロ-o-クレゾール  第二種  34  ○

[10] 2,6-ジニトロトルエン 第二種監視

第三種監視
第一種 157 第一種 200 ○

[11] m-ジニトロベンゼン 第二種監視 第二種  35 第二種  43 ○

[12] ジベンジルエーテル （別名：[(ベンジルオキシ)メチル]
ベンゼン） 第三種監視 第二種  41 第二種  49 ○

[13] 3,3'-ジメトキシベンジジン    ○

[14] チオりん酸O,O-ジメチル-S-{2-[1-(N-メチルカルバモイル)
エチルチオ]エチル} （別名：バミドチオン） 

 第一種 191  ○ ○

[15] 2-(2-ナフチルオキシ)プロピオンアニリド （別名：ナプ

ロアニリド） 
 第一種 229  ○

[16] o-ニトロアニソール 第二種監視  第一種 311 ○

[17] o-ニトロアニリン 第二種監視  第一種 312 ○ ○

[18] m-ニトロアニリン 第二種監視

第三種監視
第二種  55 第二種  69 ○

[19] o-ニトロトルエン 第二種監視  第一種 315 ○

[20] 4-ヒドロキシ安息香酸メチル   第一種 334 ○

[21] 6-フェニル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン 第二種監視   ○ ○

[22] 2-プロパノール （別名：イソプロピルアルコール）    ○

[23] メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート 第三種監視 第一種 341 第一種 447 ○

[24] 4,4'-メチレンビス(N,N-ジメチルアニリン) 第二種監視 第二種  77 第二種  96 ○

（注１）「化審法」とは「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）をいう。以下

同じ。 
（注２）「化管法指定区分」における「改正前」とは平成 20 年 11 月 21 日の政令改正前の指定を、「改正後」とは同

改正後の指定をそれぞれ意味する。 
 
 
 
 


